
浪江町夜間交通手段確保支援事業補助金

事業内容のご案内

補助対象者

以下のいずれかに該当する者が対象となります。

① 平成23年3月11日以前に浪江町で一般乗用旅客自動車運送業もしくは自動車運転代行
業を営んでいた事業者で、町内でそれらを再開する者

② 平成31年4月1日以降、浪江町で新たに一般乗用旅客自動車運送業もしくは自動車運転
代行業を創業する者、または、事業展開する者

さらに、以下をすべて満たす者。
• 福島県暴力団排除条例第2条第1号から第3号に規定する、暴力団、暴力団員、暴力団員
等でない者。

• 一般乗用旅客自動車運送業・・・国土交通省の許可を受けている者
自動車運転代行業・・・・・・・福島県公安委員会の認定を受けている者

補助対象経費と補助額

浪江町では、夜間（19時から24時）にタクシーまたは運転代行業などをしていただける事
業者に補助金を交付し、町民の夜間の利便性向上を図っています。
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交付申請書（様式第1号）/事業計画書及び収支予算書（様式第2号）/
事業開始許可書（写）/各省庁等が発行する許可書等の写し/
暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書

補助金交付決定通知書（様式第3号）

補助金交付額確定通知書（様式第8号）

交付請求書（様式第9号）

実績報告書（様式第6号）/事業報告書及び収支報告書（様式第7号）ほか
※提出期限事業完了後30日以内又は3月31日までのいずれか早い日まで

問い合わせ先 電話：0240-34-0247 ※8：30～17：30
浪江町役場 産業振興課 商工労働係 メール：namie15010@town.namie.lg.jp

▶補助対象経費
土地や事務所の賃借料、資格取得費、車両燃料費、車両購入費、印刷製本費
車両購入費については、1台50万円を上限とする（1事業者2台まで）

▶補助額
年200万円まで
ただし、それに満たない場合は、実費額

補助金受領までの流れ

R7.4.1

この補助金の助成を
受けるにあたっては、

今後5年間の
町内での活動実績を
お願いしています。


